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※本件に関するご照会は営業担当者までお願い致します。また本資料は、当社が公に入手可能な情報に基づき作成したものですが、
その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。施策の実行にあたっては、実際の会計処理・税務処理等につき、貴社顧
問会計士・税理士等にご確認くださいますようお願い申し上げます。
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ニュース№154でご案内の「保険給付遅延特別加算金※」に
つき厚生労働省照会の結果、当該加算金は厚年基金に支
給義務を負わせるものではないことが確認できました。
※「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律」に基づく加算金

この法律は、年金記録問題に関する国の責任問題から成立したものであり、
厚年基金に「保険給付遅延特別加算金」の支給義務を負わせるものではな
い。

「保険給付遅延特別加算金」の対象となる保険給付の一部は政令で定めら
れるとなっているが、厚年基金が支払う基金加入員期間の代行相当部分に
ついては対象とならない。
ただし基金加入員期間であっても代行相当部分以外（スライド部分と再計算
部分）については、国からの加算金の対象となる。

基金が独自給付として遅延利息相当を支払うことも可能だが、その場合は
規約に給付内容を定めることが必要。

ポイントポイント

Ｄ
Ｂ
年
金

法
令
通
知

厚
年
基
金

財
政
運
営

適
格
年
金

資
産
運
用

退
職
金

会
計
基
準

そ
の
他

そ
の
他

対
象
先

内
容

確認事項の概要確認事項の概要

※ご参考にDB年金のお客様にも送付させて頂きます。

正式には、今後発出される政令等を確認する必要があります。
その中で、新たな情報がありましたら、追加でご案内いたします。
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